
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

】

告

示

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

更

新

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

〃

【

】

公

告

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和７年２月１８日 第１２６７７号



◎
岡
山
県
告
示
五
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局 
高
梁
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
梁
市
柿
木
町
二
〇
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
十
二
日 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
六
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

区
域 

牛
窓
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

二 

区
分 

 

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業 

 
 

 
 

 
 

 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
七
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

湯
原
奥
津
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
五
番

一
地
先
か
ら 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
四
番

一
地
先
ま
で 

 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
五
番

一
地
先
か
ら 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
四
番

一
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

一
一
・
五
～ 

三
一
・
六 

一
三
・
一
～ 

三
一
・
六 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
二
・
二 

五
二
・
二 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
八
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

湯
原
奥
津
線 

路

線

名 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
五
番
一
地

先
か
ら 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
四
番
一
地

先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
二

月
十
八
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

  

県
道 

道
路
の
種
類 

湯
原
奥
津
線 

路
線
名 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
五
番
一
地
先
か
ら 

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
柿
ヶ
市
一
四
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



〔
六
六
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 
 
 
 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五 

 
 
 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

秋
山 
秀
行 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五
ほ
か 

 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

秋
山 

秀
行 

 

イ 

氏
名 

北
谷 

定
義 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
西
須
恵
五
九
九
番
地
の
二 

 

ウ 

名
称 

株
式
会
社
ハ
ー
ト
コ
ー
プ
お
か
や
ま 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
三
二
〇
八
番
地
の
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

長
房 

照
勝 

 

エ 

名
称 

有
限
会
社
延
原
手
延
素
麺
製
造
所 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
六
六
八
番
地
の
三 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

延
原 

 

茂 

 
 

 

（
変
更
後
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五
ほ
か 

 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

秋
山 

秀
行 

 

イ 

退
店
の
た
め
削
除 

 

ウ 

退
店
の
た
め
削
除 

 

エ 

退
店
の
た
め
削
除 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
六
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号



〔
六
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

日
本
一
の
だ
が
し
売
り
場 

 
 
 
 
 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

秋
山 
秀
行 

３ 

変
更
事
項 

⑴ 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 

ア 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

  
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

四
十
二
台 

駐
車
場
二 

百
二
十
台 

駐
車
場
三 

百
九
十
九
台 

合
計 

三
百
六
十
一
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

四
台 

駐
車
場
二 

百
五
十
一
台 

駐
車
場
三 

百
九
十
九
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
四 

四
十
七
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
五 

百
二
十
五
台 

合
計 

五
百
二
十
六
台 

 
 

 

イ 

駐
輪
場
の
位
置 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
）
届
出
書
添
付
図
面
三
に
記
載
の
と
お
り 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
届
出
書
添
付
図
面
四
に
記
載
の
と
お
り 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

（
変
更
前
）
三
箇
所 

 
 

（
変
更
後
）
八
箇
所 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
七
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
六
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
瀬
戸
内
市
産
業
建
設
部
産
業
振
興
課 

令和７年２月１８日　岡山県公報　第１２６７７号


